
 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する｡ 

 

 

平成３１年３月２９日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行 

 

 

黒石市教育委員会規則第１号 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成３年黒石市教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１文化スポーツ課の部文化スポーツ係の項中第３号及び第４号を削り、第５

号を第３号とし、第６号から第１６号までを２号ずつ繰り上げる。 

 別表第１文化スポーツ課の部文化財係の項中 

「 

(6) 伝統的建造物群保存事業に関すること。 

(7) 歴史的景観保存審議会に関すること。 

(8) その他文化財に関すること。 

を 

                     」 

      「 

(6) 伝統的建造物群保存地区の保存及び活用に関すること。 

(7) 歴史的景観形成地区の修景及び保存に関すること。 

(8) 歴史的景観保存審議会に関すること。 

(9) 市史その他歴史に関する刊行物の編さんに必要な資料の

収集、整理及び保管並びに調査に関すること。 

(10) その他文化財に関すること。 

に 

                                    」 

改める。 

 



 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


